
１ 令和６年度市町村職員研修方針等 

 

(1) 研修方針 

令和６年度においては、｢自治研修センター研修基本方針｣のもと、下記の事 

項を重点に、変化する社会経済情勢に対応し、自立的で持続可能な自治体運営 

に求められる資質や能力を備えた人材の育成を図る。 

また、研修の実施方法等については、新型コロナウイルス感染症が５類感染 

症に移行されたことに伴い、基本的な感染対策として消毒液の設置や教室の換 

気は継続しつつ、感染拡大前の実施方法等とする。 

 

（重点事項） 

①  公務員への信頼の確保が、住民の協力を引き出しながら行政を円滑に進め 

ていくために不可欠であることを認識し、公務員としての高い倫理観と責任 

感を備え持つ職員を育成する。 

② 新たな行政課題にも対応した幅広い専門的知識や技能を習得させるととも 

に、職務遂行に必要とされる基本的態度及び判断力、問題解決能力を養成す 

る。 

③ 社会情勢の変化や多様化する住民ニーズに対応した施策を効果的かつ効率 

的に展開していくため、政策形成能力、政策執行能力などの向上を図る。 

また、住民協働などの視点からの政策形成能力も引き続き育成する。 

④ 厳しい財政状況の中でコスト意識を持ちながら、住民ニーズに応えた行政 

を積極的に推進していくため、行政の担い手としての意識改革と経営感覚の 

醸成を図る。 

 

(2) 研修体系 

研修は、「一般研修（階層別研修）」、「特別研修」、「市町村研修支援事業」の 

３つの体系により実施する。 

① 一般研修（階層別研修） 

一般研修では、各階層の職員に必要とされる能力に的を絞った研修科目を 

設定する。 

また、研修効果を高めるため、同じ年代や同じ職階級の職員が一緒に学ぶ 

ことで新たな気づきや刺激を得られるよう研修科目に演習形式などを引き続 

き取り入れて行う。 



② 特別研修 

特別研修では、自ら進んで能力開発が行えるように多種多様な研修講座を 

企画し、選択の幅を広げて参加しやすくすることで職員の資質向上や能力開 

発に努める。 

 

③ 市町村研修支援事業 

ア 人権啓発研修支援事業 

市町村が、職員を対象とした人権啓発研修を計画的に実施できるよう講 

師派遣旅費を全額負担する。  

 

イ 窓口サービスステップアップ研修支援事業 

市町村が職場単位で改善策を検討し実践する「窓口サービスステップア 

ップ研修」の実施を推進し、もって県内市町村職員の接遇能力や管理監督 

者の指導能力の向上、さらには職場研修による能力育成の風土の醸成を図 

るため、当該研修に係る講師費用（報償費及び旅費）の一部を助成する。 

 

  



２ 前年度からの主な変更点 

 

(1) 研修全般 

① 研修の実施方法 

新型コロナウイルス感染症拡大前の原則、宿泊型の集合研修を基本とする。 

 

(2)  一般研修 

   ① 一般職員基礎研修（市町村単独）の再開 

新型コロナウイルスの感染状況等に応じて、研修日程を柔軟に対応できる 

よう一時休止していた研修を再開する。 

 

(3) 特別研修 

   ① 講座の新設 

ア 簿記の基本（合同） 

イ 簿記の応用（合同） 

ウ ＤＸ推進（合同） 

エ 女性職員キャリアデザイン（市町村単独） 

   ② 講座の廃止 

ア 簿記の基本と財務諸表の読み方（合同） 

イ ニューパブリック・マネジメント（合同） 

③ 大島地区の講座の変更 

ア 「クレーム対応」（合同）→「論理的問題解決」（合同） 

 


